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▽
税
務
署
で
確
定
申
告
を
行
っ
た
方

▽
年
末
調
整
を
行
っ
た
給
与
以
外
の

収
入
が
無
く
、控
除
内
容
に
変
更
の

な
い
方

　

市
道
民
税
の
申
告
は
国
民
健
康
保

険
料
な
ど
の
算
定
の
基
礎
に
な
り
ま

す
。申
告
が
な
け
れ
ば
所
得
に
関
す

る
証
明
書
の
発
行
が
で
き
ず
、次
の

軽
減
な
ど
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
必
ず
申
告
し
て
く
だ

さ
い
。

《
市
道
民
税
関
係
証
明
書
が
必
要
な

制
度
》

▽
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
加
入
者
の
高
額
療
養
費
受
給
、

高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
療
養
費

受
給
や
保
険
料
の
軽
減

▽
国
民
年
金
保
険
料
の
軽
減

▽
扶
養
関
係
の
証
明
な
ど

【
申
告
期
間
】2
月
9
日
㈪
〜
3
月
16

日
㈪

※
土
・
日
曜
日
、祝

日
を
除
き
ま
す
。

【
申
告
会
場
】市
役

所
２
０
３
号
室

【
受
付
時
間
】午
前
9
時
〜
午
後
4
時

（
正
午
〜
午
後
1
時
を
除
く
）

※
市
役
所
出
入
り
口
の
開
錠
は
午
前

8
時
で
す
。

市
道
民
税
の
申
告

【
問
合
先
】財
務
課
市
税
係
☎
②
３
１
８
６

　

2
月
9
日
㈪
か
ら
所
得
税
の
確
定
申
告
と
市
道
民
税
の
申
告
を
受
け
付
け

ま
す
。年
末
調
整
を
受
け
て
い
な
い
方
、医
療
費
控
除
な
ど
を
受
け
よ
う
と
す

る
方
は
、申
告
を
行
う
こ
と
で
納
付
す
る
税
額
を
確
定
し
、税
の
還
付
を
受
け

た
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

市役所以外での申告日程
（市役所では下記の日程での受け付けは不可）

日　程 会　場 時　間

2月12日㈭
多目的研修センター 午前9時30分～11時30分
岡山市民センター 午後1時～3時

2月13日㈮ 幾春別市民センター

午前9時30分～正午
午後1時～3時

2月16日㈪ 弥生市民センター
2月17日㈫ 美園市民センター
2月18日㈬ 唐松市民センター
2月19日㈭ 幌内市民センター
2月20日㈮ 三笠市民センター
2月23日㈪ 山の手市民センター
※申告の内容によっては受け付けと順序が変わったり、来場
者の人数によっては長時間お待ちいただくこともありますの
でご了承ください。
　必要な書類は事前にそろえ、医療費などの集計を済ませて
おくと、受け付けがスムーズに行えますので、ご協力をお願い
します。

会　場 税の種類 申告期間

岩見沢税務署
岩見沢市2条東4丁目
☎0126‐22‐0810

所得税
（譲渡所得含む）

2月16日㈪
～3月16日㈪

贈与税
2月2日㈪
～3月16日㈪

消費税 3月31日㈫まで
【開庁時間】午前8時30分～午後8時
※譲渡所得は、事前に電話予約が必要です。

申
告
期
間
お
よ
び
場
所

用 意 す る 書 類 な ど

市
道
民
税
の
申
告
が
不
要
な
方

申
告
は
忘
れ
ず
に

事業者などの申告日程
所得税・贈与税・消費税・土地家屋譲渡所得

▢送付された申告書
※税務署から申告書などが送
付された場合は一緒にお持ち
ください。
※例年確定申告書を税務署に
提出されている方には、市道民
税申告書の送付を控えさせて
いただくことがあります。
▢印かん（シャチハタ不可）
▢健康保険証
▢本人・扶養親族の源泉徴収票
▢健康保険料・介護保険料の領
収書など
▢医療費の領収書など

▢生命保険料・地震保険料など
の控除証明書
▢本人・扶養親族の身体障害者
手帳など
▢寄付をした団体などから交
付された領収書など
▢所得税が還付になる方は、本
人名義の口座番号など
▢その他申告に必要な書類
※住宅の新築、取得、増改築、耐
震・バリアフリー改修などをし
て、住宅借入金等特別税額控除
などを受ける方は、お問い合わ
せください。

申告に必要な持ち物リストです。チェックなどにお使いください。
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